
石 川 県 珠 洲 市 補 正 予 算 書

令 和 ６ 年 ３ 月

令 和 ５ 年 度



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補  正  額 計

19,530,155   　 3,200,521 22,730,676   

1,751,616    　 18,640 1,770,256    

2,938,644    　 5,367 2,944,011    

335,518      　 － 335,518      

25,921       － 25,921       

5,051,699    　 24,007 5,075,706    

4,978,605    　 307,024 5,285,629    

1,623,034    　 524,016 2,147,050    

1,834,776    　 444,523 2,279,299    

8,436,415    　 1,275,563 9,711,978    

33,018,269   　 4,500,091 37,518,360   

令 和 ５ 年 度 珠 洲 市 補 正 予 算 一 覧 表

会　　計    名

一 般 会 計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

賃 貸 住 宅 事 業

小      計

企

業

会

計

病 院 事 業

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小      計

合        計



一 般 会 計



議案第９号

　令和５年度珠洲市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加及び変更は、「第２表　繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

令和５年度珠洲市一般会計補正予算（第１０号）

　の総額を歳入歳出それぞれ２２，７３０，６７６千円と定める。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２００，５２１千円を追加し、歳入歳出予算

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額



－ 2 －

1,089,440

2,864,950

5,202

107,877

70,607

768,956

1,110,137

230,165 267,337

203,180

70,620

1,847,315

13 107,890

885,961

3,979,061

881 1,111,018

1,017,635

 14 国庫支出金

  1 地方交付税 6,932,894 40,000

6,650 △1,448

  1 国庫負担金

  2 県補助金

  1 県負担金

  2 国庫補助金

 10 地方交付税 6,932,894 40,000

  1 分担金

28,337 △1,448 12 分担金及び負担金

款 項 補正前の額 補正額

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

161,250

26,889

計

△21,399

497,502

△7

600,456

2,779,037

2,684,880

159,081

230,165

  3 委託金

320,484

203,187

1,486,417

2,663,481

 20 諸収入 2,169

6,972,894

6,972,894

  1 基金繰入金 2,679,105 △21,399

497,502

13

  1 寄附金

 18 繰入金

154,619

  1 使用料

 17 寄附金

2,657,706

  4 雑入

267,337

152,450 2,169

 13 使用料及び手数料

2,960,545 1,018,516

  1 市債 2,484,600 974,400

3,459,000

 15 県支出金 1,858,104 920,933

3,459,000

19,530,155 3,200,521 22,730,676

 21 市債 2,484,600 974,400

　　歳　　入　　合　　計　　



32,317 △945 31,372

  6 監査委員費

  2 児童福祉費 609,094

4,821,080

  1 社会福祉費

18,261

  3 民生費

1,844,122

  1 議会費 136,315 4,021

補正前の額 補正額 計

4,021

歳　出
（単位：千円）

款 項

  1 総務管理費 1,862,280 147,621 2,009,901

140,336

140,336

  1 議会費 136,315

  3 戸籍住民基本台帳費 79,825 24,537 104,362

  2 総務費 2,114,468 185,186 2,299,654

  5 統計調査費 10,369 △6 10,363

  2 徴税費 103,663 8,083 111,746

6,064,210

32,768 1,665 34,433

321,688 2,165,810

627,355

25,563 3,286 28,849

  3 生活保護費 181,915 2,192 184,107

1,243,130

3,670 214 3,884

  5 災害救助費 2,182,279 900,775 3,083,054

  4 生活困窮自立支援費

6,090,136

  1 保健衛生費 343,885 15,251 359,136

1,121,564

  4 病院費 666,181 54 666,235

  4 選挙費

  2 清掃費 1,020,046 101,518

  4 衛生費 4,673,313 1,416,823

  5 災害ごみ処理費 2,428,058 1,300,000 3,728,058

  5 労働費

－ 3 －



－ 4 －

  4 社会教育費 220,070 11,264 231,334

  2 小学校費 163,174 5,830 169,004

  3 中学校費 150,302 3,886 154,188

 10 教育費 863,862 52,171 916,033

  1 教育総務費 123,134 16,845 139,979

  9 消防費 606,564 54,993 661,557

  1 消防費 606,564 54,993 661,557

  5 都市計画費 619,803 46,409 666,212

  7 急傾斜地対策費 9,000 2,070 11,070

  2 道路橋りょう費 663,525 △41,800 621,725

  3 河川海岸費 16,842 － 16,842

  8 土木費 1,485,568 25,493 1,511,061

  1 土木管理費 79,801 18,814 98,615

  7 商工費 991,338 44,804 1,036,142

  1 商工費 991,338 44,804 1,036,142

  3 水産業費 41,482 891 42,373

  4 漁港費 14,069 △4,221 9,848

  1 農業費 278,386 31,839 310,225

  2 林業費 98,989 38 99,027

  1 労働諸費 32,317 △945 31,372

  6 農林水産業費 432,926 28,547 461,473

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計



－ 5 －

　　歳　　出　　合　　計　　 19,530,155 3,200,521 22,730,676

  3 教育施設災害復旧費 265,000 0 265,000

  4 その他施設災害復旧費 395,671 46,380 442,051

 11 災害復旧費 1,733,481 146,298 1,879,779

  2 農林水産施設災害復旧費 224,810 99,918 324,728

款 項 補正前の額 補正額 計

  5 保健体育費 207,182 14,346 221,528

（単位：千円）



第２表　　繰 越 明 許 費

　１ 追　加
（単位：千円）

3

2

災害応急復旧対応事業費
（能登半島地震）

７５０,０００

６４０,０００

農林水産業費 農 業 費16

一般経費(農地開発事業費)

－ 6 －

２,０００

珠洲市飼料高騰支援金給付事業費

全壊家屋等解体撤去事業費
（能登半島地震）

５００,０００

衛 生 費

5

災害ごみ処理事業費（能登半島地震） ２００,０００

災害ごみ処理費

１６０,０００

清 掃 費 個人設置型浄化槽復旧事業費 １００,０００

民 生 費

5

住宅応急修理事業費（能登半島地震） ２５０,０００

建設型応急仮設住宅事業費
（能登半島地震）

災害弔慰金・災害障害見舞金支給
事業費（能登半島地震）

災 害 救 助 費

被災者生活再建支援給付金事業費 ２００,０００

被災者生活再建支援給付金事業費
（能登半島地震）

６２,５００

珠洲市米づくり資材等高騰支援金給付
事業費

４,７００

賃貸型応急仮設住宅事業費
（能登半島地震）

生 活 保 護 費 一般経費（生活保護総務費） ５５０

1 社 会 福 祉 費

物価高騰対応低所得者支援給付金
事業費

３０３,３００

1 総 務 管 理 費

3

3
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

４,２１３

ＤＸ推進事業費 ４０,５１６

戸籍住民基本台帳管理費 １６,９４０

戸籍総合システム管理費 ６,８９７

１,８７０

２０,０００

4

款 項 事 業 名 金　　額

庁舎改修工事費 １６０,９７８

2 総 務 費

一般経費（障害者福祉費）



（単位：千円）

3

2

7

9 1

款 項 事 業 名 金　　額

6 農林水産業費

1 農 業 費

県営ほ場整備事業費負担金 １４,０７０

県営ため池等整備事業費負担金 ９,４５４

農村総合整備事業費 ６,５００

土地改良施設維持管理適正化事業費 ４,２００

団体営一般農道整備事業費 １０,０００

団体営農村地域防災減災総合整備事業
費

１,１００

農道台帳整備事業費 ２,４７５

一般経費(ダム) ２,４２０

一般管理費(産業振興課所管施設) ５,０００

2 林 業 費

森林経営管理事業費 ２４,４２６

林道管理事業費 ５,３５０

水 産 業 費
珠洲市漁業用燃油高騰支援金給付
事業費

７,０００

7 商 工 費 1 商 工 費

陶芸センター管理事業費 １３,３７１

珠洲市被災事業者再建支援事業費 ２５８,５７５

珠洲市燃油高騰支援金給付事業 １１,８０５

電気料金高騰対策事業費 ５,０００

小規模事業者支援推進事業費 ２,５１３

8 土 木 費

道路橋りょう費 県営道路事業費負担金 ３４,０００

急傾斜地対策費 県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金 ７,０７０

消 防 費 消 防 費 消防施設維持費 １８,８４６

－ 7 －



（単位：千円）

5

1

２ 変　更

（単位：千円）

11

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費

2

６,５００

款 項

令和5年災害復旧事業費(漁港施設)

保 健 体 育 費

令和5年災害復旧事業費（庁舎）

令和5年災害復旧事業費(産業振興施設) ８,５００

令和6年災害復旧事業費(産業振興施設) ３０,０００

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

令和6年災害復旧事業費
（公共土木施設）

３００,０００

令和6年災害復旧事業費（庁舎） １０,０００

令和5年災害復旧事業費（消防施設） １,２９８

令和6年災害復旧事業費(観光施設) ６,３８０

６０５

生涯学習センター管理費

事 業 名 金　　額

教 育 費

4 社 会 教 育 費

２,３７６

体育施設維持管理費 ６,９９６

款 項 補 正 前 補 正 後事　　業　　名

令和6年災害復旧事業費(漁港施設) １００,０００

公民館施設修繕費等 ７,９５３

６０,６９４ ５５,５９６
教 育 施 設
災 害 復 旧 費

災 害 復 旧 費 3
令和5年災害復旧事業費
（社会教育施設）

10

－ 8 －

11 災 害 復 旧 費

そ の 他 施 設
災 害 復 旧 費

4



第３表

１ 追　加
（単位：千円）

２　変　更
（単位：千円）

－ 9 －

25,000

令和6年災害復旧事業費
（観光施設）

6,300

令和6年災害復旧事業費
（産業振興施設）

30,000

道路整備事業費 64,500

県営ほ場整備事業費負担金 22,200

補　　正　　前

53,200

消防施設維持費 35,500 35,600

漁港管理費 2,000 1,600

珠洲市沿岸漁業活性化構造改善事
業費

8,000 7,400

県営ため池等整備事業費負担金 9,200 12,000

スズ・シアター・ミュージアム
付帯施設整備費

24,400 32,200

災害対策債 350,000 1,197,800

方法　 方法　 方法　 方法　

歴史民俗文化交流施設管理費 27,000

省略

30,200

省略

20,500

補　　正　　後

起 債 の 目 的
限度額

起債の
利　率

償還の
限度額

起債の
利　率

償還の

河川整備事業 9,000

普通貸借

又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政その他の都
合により据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換することが
できる。

歳入欠かん債 6,400

令和6年災害復旧事業費
（漁港施設）

50,000

令和5年災害復旧事業費（集会
所）

地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法



国 民 健 康 保 険 特 別 会 計



議案第１０号

　（歳入歳出予算の補正）

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 11 －

令和５年度珠洲市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

　令和５年度珠洲市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８，６４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ１，７７０，２５６千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。



  3 諸支出金 － 138 138

　　歳　　出　　合　　計　　 1,751,616 18,640 1,770,256

  2 徴税費

  2 繰出金 11,099 1,888 12,987

  5 繰入金

　　歳　　入　　合　　計　　 1,751,616

歳　出
（単位：千円）

－ 12 －

  8 諸支出金 15,600 13,888 29,488

  1 償還金及び還付加算金 4,501 11,862 16,363

16,518 2,923 19,441

  1 総務費 43,901 4,752 48,653

  1 総務管理費 27,202 1,829 29,031

款 項 補正前の額 補正額 計

18,640 1,770,256

200,562 16,752 217,314

  1 繰入金 200,562 16,752 217,314

  3 県支出金 1,333,753 1,888 1,335,641

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

款

  1 県補助金 1,333,753 1,888 1,335,641

項 補正前の額 補正額 計



介 護 保 険 特 別 会 計



議案第１１号

　（歳入歳出予算の補正）

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 13 －

令和５年度珠洲市介護保険特別会計補正予算（第４号）

　令和５年度珠洲市の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，３６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ２，９４４，０１１千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。



－ 14 －

2,944,011

  1 総務費 49,797 3,010 52,807

  4 諸支出金

2,791,278

97,466

歳　出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

150 97,616

　　歳　　出　　合　　計　　 2,938,644 5,367

2,793,485

  3 地域支援事業費 151,696 2,207 153,903

  2 保険給付費 2,207

3,010 34,713

2,938,644 5,367 2,944,011　　歳　　入　　合　　計　　

補正前の額 補正額 計

150 35,50435,354

  1 一般会計繰入金 450,963 5,217 456,180

  2 基金繰入金

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

款 項

  7 繰入金 486,317 5,367 491,684

  1 償還金及び還付加算金 97,466 150 97,616

  1 総務管理費 31,703



病 院 事 業 会 計



議案第１２号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条本文に「なお、医業費用中

　災害復旧事業の財源にあてるため、企業債７０，６００千円を借り入れる。」を加え、収益的収入及び

　支出の予定額を次のとおり補正する。　

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第２款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第４項 千円 千円 千円

　第５項 千円 千円 千円

（企業債）

第４条　予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

令和５年度珠洲市病院事業会計補正予算（第３号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

病 院 事 業 収 益 ４,０５６,５９４ ２７,０３４ ４,０８３,６２８

医 業 外 収 益 ５４２,３７９ ２７,０３４ ５６９,４１３

診 療 所 事 業 収 益 ２,２６８ １１１ ２,３７９

大谷診療所医業外収益 ３ １１１ １１４

支 出

病 院 事 業 費 用 ４,２８３,７９４ ３０７,０２４ ４,５９０,８１８

医 業 費 用 ４,０８８,５１４ ３０６,０８０ ４,３９４,５９４

医 業 外 費 用 １８９,９２６ ９４４ １９０,８７０

第３条　予算第４条本文括弧書中「１６３，２４５千円」を「１３３，１６３千円」に改め、資本的収入及び

　支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

病院事業資本的収入 ５２８,４９５ ３０,０８２ ５５８,５７７

県 支 出 金 １,２５０ ２６,７８２ ２８,０３２

国 庫 支 出 金 ０ ５５０ ５５０

他 会 計 補 助 金 ０ ２,７５０ ２,７５０

利率 償還の方法

起　　　債
の　目　的

補　正　前 補　正　後

限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法 限　度　額 起債の方法

災害復旧事業 ３０，６００ 省　　略 ７０，６００ 省　　略

－ 15 －



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　　計　　）

千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第６条　予算第８条中「８４，２２３千円」を「８３，１２２千円」に、「５，３２４千円」を

　「８，０７３千円」に改める。

（たな卸資産購入限度額）

第７条　予算第９条中「１，２５２，２９０千円」を「１，２６８，６９５千円」に改める。

令和６年３月１１日提出

珠洲市長　泉 谷　満 寿 裕

－ 16 －

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

（１）職員給与費 １,８６２,９８７ ２４９,２６３ ２,１１２,２５０



水 道 事 業 会 計



議案第１３号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市水道事業会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の

　予定額を次のとおり補正する。なお、営業費用中修繕費にあてるため、企業債６，４００千円を借り入れる。

（　　計　　）

第１款 千円 △ 千円 千円

　第１項 千円 △ 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（企業債）

第４条　予算第５条に定めた企業債を次のとおり改める。

（単位：千円）

補　正　前 補　正　後

省　　略

上水道事業資本的支出 ９９３,９４１ ４０１,２７８ １,３９５,２１９

上 水 道 建 設 改 良 費 ７６４,７１３ ４０１,２７８ １,１６５,９９１

支 出

補 助 金 ４０４,０２０ ２０１,３３３ ６０５,３５３

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

上水道事業資本的収入 ６５８,３７２

上 水 道 特 別 損 失 ５,０００ １０７,１５３ １１２,１５３

第２条　予算第４条本文括弧書中「３３５，５６９千円」を「３３６，９１４千円」に、「２５８，２９９千円」を

　「２５９，６４４千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

上 水 道 営 業 費 用 ５９４,８２４ １５,５８５ ６１０,４０９

支 出

上 水 道 事 業 費 用 ６２９,０９３ １２２,７３８ ７５１,８３１

６２８,５５７ ５６,９７４ ５７１,５８３

上 水 道 営 業 収 益 ４４０,９３７ ５６,９７４ ３８３,９６３

令和５年度珠洲市水道事業会計補正予算（第６号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

上 水 道 事 業 収 益

３１７,０００

３９９,９３３ １,０５８,３０５

企 業 債 １１８,４００ １９８,６００

２９２，４００ 省　　略

限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法 限　度　額 起債の方法

起　　　債
の　目　的

災害復旧事業

利率 償還の方法

８７，４００

－ 17 －



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　　計　　）

千円 千円 千円

（たな卸資産購入限度額）

第６条　予算第８条中「２３，８１９千円」を「７３，８１９千円」に改める。

－ 18 －

職 員 給 与 費 ８１,０９７ １５,１６８ ９６,２６５

令和６年３月１１日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）



下 水 道 事 業 会 計



議案第１４号

（総　　則）

第１条　令和５年度珠洲市下水道事業会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和５年度珠洲市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条本文なお書中「４０，０００千円」

　を「７５，０００千円」に改め、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 △ 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 △ 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（企業債）

第４条　予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

特 別 損 失 １,７００ ９３,８４１ ９５,５４１

支 出

９６２,３７５ ３７８,１０２ １,３４０,４７７資 本 的 支 出

企 業 債 ３０５,０００ ２６５,２００ ５７０,２００

他 会 計 出 資 金 １９１,６１５ ３,１００ １９４,７１５

（ 科 目 ）

収 入

７０９,４２３ ３８３,１０２ １,０９２,５２５

第３条　予算第４条本文括弧書中「２５２，９５２千円」を「２４７，９５２千円」に、「２２２，５２６千円」を

支 出

下 水 道 事 業 費 用 ８７２,４０１ ６６,４２１ ９３８,８２２

営 業 費 用 ８１７,６８５ ２７,４２０ ７９０,２６５

営 業 収 益 ２１０,６１２ １０,６２９ １９９,９８３

営 業 外 収 益 ６２１,７８９ ４２,０５０ ６６３,８３９

令和５年度珠洲市下水道事業会計補正予算（第６号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

下 水 道 事 業 収 益 ８３２,４０１ ３１,４２１ ８６３,８２２

　「２１７，５２６千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（既決予定額） （補正予定額）

資 本 的 収 入

国 庫 補 助 金 ２０７,５３７ ３２２,３３９１１４,８０２

７９４,６６９建 設 改 良 費 ４１６,５６７ ３７８,１０２

起債の方法 利率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法

建 設 改 良 債 １０４，０００ 省　　略 ４４，０００ 省　　略

起　　　債
の　目　的

補　正　前 補　正　後

限　度　額

災 害 復 旧 債 １２４，０００ 省　　略 ４８４，２００ 省　　略

－ 19 －



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　　計　　）

千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第６条　予算第８条中「３７６，３２０千円」を「４２７，１８３千円」に改める。

令和６年３月１１日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

－ 20 －

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

職 員 給 与 費 ２３,５２２ ３,６０４ ２７,１２６


